
　　　　　　　　　　主　　　　　　　　文

　１　原判決中控訴人兼附帯被控訴人敗訴の部分を取り消す。
　２  被控訴人兼附帯控訴人らの請求をいずれも棄却する。
　３  被控訴人兼附帯控訴人らの附帯控訴をいずれも棄却する。
　４  訴訟費用は，第１，２審を通じて被控訴人兼附帯控訴人らの負担とする。

　　　　　　　　　　事　実　及　び　理　由

第１　当事者の求めた裁判
　１　控訴人兼附帯被控訴人（控訴人）
　　　主文第１ないし第３項同旨
　２　被控訴人兼附帯控訴人ら（被控訴人ら）
　　（１）　控訴棄却
   （附帯控訴として）
　　（２）  原判決中被控訴人ら敗訴の部分を取り消す。
　　（３）　控訴人は，別紙「原告・請求額・認容額一覧表」中の１ないし１９
番，２１番，２３番，２４番，２７番，２９ないし３６番，３８ないし４７番，４
９ないし５３番，５５ないし５９番，６３ないし７３番及び７６番記載の被控訴人
らに対し，各「請求額」欄記載の各金員及びこれに対する平成１１年１月１５日か
ら支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
　１　本件は，控訴人の従業員である被控訴人らが，控訴人に対し，同社の組織変
更前のａ有限会社が賞与を廃止する等の賃金改定をしたことにより生じた従来賃金
との各差額金の支払を求めた事案である。
　原判決は，被控訴人らの請求を一部認容したので，控訴人及び被控訴人らが各敗
訴部分につき不服を申し立てたものである。
　２　上記のほかの事案の概要は，次のとおり付加するほか，原判決の事実及び理
由欄第二記載（３頁以下）のとおりであるから，これを引用する。
　（控訴人の当審における主張）
　　（１）　原判決は，控訴人が行った平成６年４月１５日の就業規則の変更（本
件就業規則の変更）に合理性はないとするが，不当な判断である。
  平成６年当時，埼玉県の旧大宮市内のタクシー会社の多くは，賞与等のない月例
賃金１本の賃金制度（いわゆるＢ型賃金制度）を導入していた。ａにおいては，同
業他社との競争に生き残り，地元で新規の従業員を確保するにはＢ型賃金制度を導
入する高度の必要性があった。そして，ａが行っていた従来の賃金制度（旧賃金制
度）は，勤続による年功賃金の要素が強かったが，控訴人のような脆弱な企業が，
従業員のモチベーションを高めつつ，企業として生き残っていくためには，業績反
映型の賃金制度に変更する必要性があった。当時，労働生産性と結びつかない年功
給（勤続給）は，既に合理性を失っており，労働生産性を重視し，能力，成果に基
づく賃金制度を採る必要性が高くなっていたのである。そこで，ａは，旧賃金制度
の年功給（勤続給）を廃止して，奨励給を新設し，各人の稼高に応じて，「（稼高
－３５万円）×１０パーセント」の算式によって支給額を決定すること等を内容と
する賃金制度を策定し，平成５年１２月９日，被控訴人らの属するｈ労働組合総連
合会埼玉地方連合会ａ労働組合（ｉ）に提案した。しかし，ｉから実質的な協議を
することを拒否されたため，ａは，上記提案を一部変更して，本件就業規則の変更
をし，これを従業員全員に周知徹底した上，平成６年５月から新しい賃金制度（新
賃金制度）を実施するに至った。したがって，本件就業規則の変更は有効なもので
ある。
　　（２）　原判決は，被控訴人らの所属するｉ以外の従業員らが，実質的には賞
与に代替する奨励給を受け取っているのに比べて不公平であるとするが，不当な判
断である。
　ａあるいは控訴人は，被控訴人らに対し，新賃金制度に基づく，奨励給を支給し
ているのであるから，不公平な扱いなど存在しない。そもそも，賞与請求権は具体
的な労働協約等の合意なくして発生しないから，「不公平」を理由に具体的な賞与
請求権が発生することはない。また，新賃金制度における奨励給は，賞与を代替す
るものではなく，年功給（勤続給）に代替するものである。
　　（３）　原判決は，控訴人が被控訴人ｂに賞与を支払ったとは認められないと



するが，事実の誤認である。
　すなわち，控訴人は，被控訴人ｂに対しても賞与を支払っている。控訴人が同人
に対してのみ賞与を支給していないなどということはあり得ないことである。
  （被控訴人らの当審における主張）
      ａにおける従前の賃金制度は，月例賃金と半期ごとの「一時金」部分から成
り，かつ，月例賃金には年功給（勤続給）が含まれていた。他方，ａが強行した新
賃金制度には実質的には従前の一時金はほぼ取り込まれているものの，年功給（勤
続給）が削られてしまった。したがって，旧賃金制度を一方的に変更した本件就業
規則の変更の効力が問題となるところ，原判決はこの点の判断をしないまま，一時
金について抽象的請求権を認めたものの，具体的請求権は認め難いとし，組合以外
の従業員との実質的公平性の観点から歩合給部分について信義則上の支払義務を認
めるにとどまった。本件就業規則の変更には合理性がないから，この変更は無効と
いうべきである。そうすると，一時金については，労使間の合意，あるいは個別労
働契約の内容として，被控訴人らの本件請求がすべて認められるべきものである。
  すなわち，就業規則の変更について，最高裁判所は，「新たな就業規則の作成又
は変更によって，既得の権利を奪い，労働者に不利益な労働条件を一方的に課する
ことは原則として許されない。」とし，ただ，例外的に「労働条件の集合的処理，
特にその統一的かつ画一的な決定を建前とする就業規則の性質からいって，当該規
則条項が合理的なものである限りは，個々の労働者において，これに同意しないこ
とを理由としてその適用を拒否することは許されない」と述べているのであり（最
大判昭和４３年１２月２５日民集２２巻１３号３４５９頁），かつ，その合理性に
ついては，「当該就業規則の作成又は変更が，その必要性及び内容面の両面からみ
て，それによって労働者が被ることになる不利益の程度を考慮しても，なお当該労
使関係における当該条項の法的規範性を是認できるだけの合理性を有するものであ
ることをいう」と解されており，「特に，賃金，退職金など労働者にとって重要な
権利，労働条件に関し実質的な不利益を及ぼす就業規則の作成又は変更について
は，当該条項が，そのような不利益を労働者に法的に受忍させることを許容できる
だけの高度の必要性に基づいた合理的な内容のものである場合において，その効力
を生ずるものというべき」ものである（最三小判昭和６３年２月１６日民集４２巻
２号６０頁）。このような観点からすると，本件就業規則の変更は，その不利益を
労働者に法的に受忍させることを許容できるだけの高度の必要性に基づくものとい
うことはできない。被控訴人らの多くは，勤続年数が少ないころ，薄給に甘んじ，
年数が増加して相当な額の年功給を得られるまで我慢してきたのである。旧賃金制
度を廃止した本件就業規則の変更は，被控訴人らの被る不利益を無視するものであ
る。
　平成６年当時，ａは現在よりも利益が出ていたのであるから，本件就業規則の変
更に合理性などないというべきである。
第３　当裁判所の判断
　　　当裁判所は，被控訴人らの各差額賃金請求はいずれも理由がないものと判断
する。その理由は，次のとおりである。
　１　本件における事実の経過
　　　証拠（甲１号証の１ないし３，２及び３号証の各１，２，４ないし８号証，
１５ないし２１号証，２３ないし２５号証，乙１ないし２２号証，２３号証の１，
２，２４ないし３０号証，３１号証の１，２，３２及び３３号証，３６ないし５８
号証，原審における証人ｃ及び同ｄの各証言，原審及び当審における被控訴人ｅ本
人尋問の結果，原審及び当審における控訴人代表者本人尋問の結果）及び弁論の全
趣旨によれば，本件における事実の経過として，次の各事実が認められる。
　　（１）　ａと労働組合
　　　　　控訴人の現代表者であるｆの父ｇは，昭和３６年４月１１日，一般乗用
旅客自動車運送事業（タクシー業）等を目的とするａを設立し，同社の代表取締役
に就任し，その経営に当たっていた。ｇは，ｊの出身であり，ｋに所属する地方議
員でもあった。ｇは，昭和５９年４月にａに入社し，昭和６０年，代表取締役に就
任した。平成７年２月１日，ａは株式会社に組織変更され，控訴人が設立された。
ｆがその代表取締役に就任した。
　ａにおいては，昭和４５年７月７日に労働組合が結成され，その後，ｌに加盟
し，ｌ労働組合ａ支部（ａ支部）と称し，ａとの間で多くの労働協約を締結した。
ａ支部は，昭和６２年１１月２８日，ｌ労働組合を脱退し，ｈ労働組合総連合会埼
玉地方連合会に加盟し，略称をａ支部からｉに改めた。被控訴人らは，ｉに加入し



ている。
  なお，控訴人には，ｉのほか，平成６年６月２２日に結成通知を出したｈ労働組
合埼玉地方連合会ａ乗務員組合（全自交と略称）がある。
　　（２）　ａにおいて賞与が廃止されるに至るまでの経緯
　　　ア　ａにおける従前の就業規則（甲１号証の１）には，賞与に関し，「会社
は，事業の成績により賞与を支給する。」（６１条１項），「賞与は，その都度こ
れを定め，各人の勤務成績，営業成績等を勘案して支給額を決定する。」（６１条
２項），「賞与の支給対象者は，当該賞与支給日当日に在籍している者とする。た
だし，臨時雇い，パートタイマーを除外する。」（６１条３項）と定められてい
た。
　　　イ　ａにおける賞与は，昭和４９年夏季から平成元年冬季までの間，１人平
均支給額が金８万円から１７万８０００円の間にあり，それは一律，年功，稼高な
どにより，各人に配分されていた。そして，稼高の占める割合は，当初２０パーセ
ントであったが，次第に上昇し，５０パーセントに上る程になっていた。
　　　ウ　昭和６０年，ａの代表取締役に就任したｆは，ａの旧賃金制度が並外れ
た年功重視のもので，タクシー業界の競争に生き残るためには労働生産性重視の賃
金制度に改めていく必要があると考え，賞与も年々減額していった。
　　　エ　ａは，平成２年夏季賞与について，ｉに対し，１人平均１２万４０００
円を提示した。しかし，ｉは，平成２年７月１６日に４８時間ストを決行した。最
終的には，労使間で，１人平均１４万円で妥結し，その配分について，一律分３万
５０００円（１人平均１４万円の２５パーセントの金額），年功分支給対象者合計
で１００万５０００円（１人平均１４万円の平均７ないし８パーセント），残りは
稼高によることとされた。その際，ａは，ｉに対し，次回からは，足切額を１９５
万円，年功部分は廃止すると要望した。
　　　オ　平成２年冬季の賞与の協定に当たって，ｉは，控訴人の上記エの要望を
容れ，一律分３万５０００円，足切額１９５万円，稼高分はそれを超えた額の９パ
ーセントとすることで妥結した（乙１５号証）。
　　　カ　平成３年４月２６日，いわゆる春闘の際，控訴人とｉは，協定を結んだ
が，その協定書（乙１７号証）中には，賞与について，「次回運賃改定時まで，昨
年冬の実績（営収１９５万円足切残高９パーセント＋３万５０００円）を凍結す
る。」との記載部分がある。しかし，上記協定書上，賞与につき，上記の実績をも
って最低額とする旨の記載はない。
　　　キ　その後，平成５年の冬季賞与まで，上記カの計算による金額が賞与とし
て支給された。そして，平成５年の冬季の賞与について，ａは，同５年１１月２５
日，ｉに対し，対象月を同５年６月から１１月までとして，一律を３万５０００
円，稼高を（出番仮想込稼高－１９５万円）×９パーセント，支給日１２月１０日
と通知した（甲４号証）。その後，ａは，入社案内（乙３３号証）を作成し，「平
成５年冬実績」として上記賞与の内容を記載した。
　　　ク　平成６年当時，埼玉県の旧大宮市内のタクシー会社においては，賞与等
のない月例賃金１本のＢ型賃金制度を導入する会社が多くなってきていたた。こう
した中，ｆは，ａの従来の賃金制度は，勤続による年功賃金の要素が強く，恒常的
に新規の従業員を確保していくことが困難であると考え，また，従業員のモチベー
ションを高めつつ，他社との競争に抗していくには，Ｂ型賃金制度を導入すること
が不可欠であると判断した。また，タクシー会社の営業収入における賃金に充てら
れる率（支給率）は，一般的には６０パーセントが限度とされているが，ａにおい
ては，支給率も高かった。
　このような事情の下，ａは，従来の賃金制度の年功給（勤続給）を廃止して，奨
励給を新設し，各人の稼高に応じて，「（稼高－３５万円）×１０パーセント」の
算式によって支給額を決定すること等を内容とする新賃金制度を策定して，平成５
年１２月９日，被控訴人らの属するｉに提案した。しかし，ｉは，ａの上記提案に
つき，実質的な協議をすることを拒否した。そこで，ａは，就業規則を変更し，こ
れを従業員に周知徹底した上，平成６年４月１５日からこれを実施した。本件就業
規則の変更により，賞与の規定は削除された（乙２３号証の１）。平成６年１０月
１７日，ａと全自交は，上記の新しい労働条件に沿った協定を締結し，協定書（乙
２０号証）を交わした。
  こうして，平成６年５月以降，ａは，賞与を支払うことはなくなった。
　　（３）　ａにおいて年功給（勤続給）が廃止されるに至るまでの経緯
　　　ア　ａにおいては，従前，就業規則の一部である給与規定上，賃金には基本



給と歩合給があり，基本給については年功給（勤続給）があった。
　　　イ　年功給については，次のような改訂がされてきた。すなわち，昭和６３
年に定年制を導入し，定年に達した者の年功給をゼロとした。平成２年夏季の協定
の際，賞与の中にあった年功部分が廃止された。平成３年，年功給を１４年で打ち
止めとした。
　　　ウ　ａは，平成５年９月６日，ｉに対し，新しい賃金制度を導入したい旨の
提案をした後，同５年１２月９日，新しい賃金制度による労働条件（甲１９号証）
を提示した。しかし，ｉは，ａの上記提案の白紙撤回を求めた。ａは，やむなく，
就業規則の変更によって，新しい賃金制度を導入することとし，あらかじめ，従業
員に対し，通知書を配布し，新たな就業規則を備え付けるなどの措置をとった上，
平成６年４月１５日，本件就業規則の変更をした。
　本件就業規則の変更によって，就業規則の一部である給与規定が改正された。こ
れにより，ａは，営収重視への転換を図ることになり，年功給（勤続給）が廃止さ
れ，歩合給として奨励給が新設された（この奨励給は，「（稼高－３５万円）×１
０パーセント」とされた。ここで，いわゆる足切り額が３５万円とされたのは同業
他社の通常の例にならったものであった。）。
      エ  こうして，ａは，本件就業規則の変更に伴って，新賃金制度を全従業員
に適用するようになったが，平成１０年７月以降，ｉの組合員の多くに対しては旧
賃金制度によってその賃金を支払うようになったため，現在，控訴人の賃金制度は
２本立てとなっている。
　２　賞与の廃止の必要性と合理性の有無
　　　前掲の各証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の各事実を認めることができ
る。
　　（１）　賞与は，その対象となる期間における賃金の後払いの性格を有するも
のである。タクシー乗務員のように，歩合給の要素の強い賃金の支払いを受けてい
る労働者の側からすると，自ら稼いだ営収に係る賃金が，その稼いだ月に全額支払
われず，一部とはいえ後払いとなることには納得のいかない面がある。このような
こともあって，埼玉県下のタクシー会社の大部分は，賞与を廃止したいわゆるＢ型
賃金制度を採用している。
　　（２）　タクシー業界にあっては，営収重視の賃金制度を採用しないと，新規
に従業員を募集することが不利になる状況にある。
　　（３）　そして，ａにおいては，賞与を廃止しても，従前，賞与の支払に充て
られていた原資は，月例賃金の他の項目（基本給及び奨励給）に向けられ，この項
目の金額が増額されることになったので，従業員は，上記の月例賃金の中で十分な
収入を上げることが可能であった。
　　（４）　賞与の支払がされる場合，会社の業績によっては，賞与分の支払が受
けられないおそれがあるが，上記（３）の月例賃金によれば，会社の業績に左右さ
れずに賃金を受け取ることができるため，従業員にとっても，賞与の廃止と月例賃
金への一本化は必ずしも不利益なものではなかった。
　　（５）　このような事情から，被控訴人ら以外の従業員の多くは，従前の賞与
を廃止することに賛同した。
　３　年功給の廃止の必要性と合理性の有無
　　　前掲の各証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の各事実を認めることができ
る。
　　（１）　ａにおいて，年功給が導入された当初のころは，従業員が得る年功給
の額は必ずしも大きな額ではなかったが，平成６年ころに至ると，年功給が上限の
額に達した従業員が相当数存在するようになっていた。
　　（２）　年功給が導入された当時，従業員全体の賃金原資に占める年功給の総
額はわずかであった。したがって，年功給の支払に賃金支払い原資の一部を充てて
も，その残りの原資で，従業員の働きに応じた十分な賃金を支払うことができた。
しかし，その後，経済情勢が大きく変化して，従業員一人当たりの稼高が大きく減
少した。そのために，１人１人の賃金を支払う原資も大きく減少した。これに対し
て，年功給の総額は年々上昇し，その賃金原資の総額に占める割合も上昇した。こ
のような２つの要因から，年功給をそのまま維持して，賃金の支払い原資から，ま
ず年功給部分を除くと，その残りの原資では従業員の稼ぎに応じた十分な賃金支払
いをすることができなくなった。
　　（３）　そして，年功給は１年目は７４３円と低額であるが，１４年以上勤続
した者の場合は２万１３５６円と高額になる。年功給として高額の支払を受ける従



業員は，概して，稼高が少なく，年功給をほとんど受けない従業員は，稼高が多い
ので，年功給は，従業員の労働生産性に結びつかないものとなっていた。そればか
りでなく，年功給は，生産性の低い者が高い賃金を受けるという点で，労働生産性
と逆行することになり，従業員のモチベーションにも影響し ，従業員の多くは年功
給を受け入れ難いものと考えるようになっていた。
　　（４）上記のような状況から，ａにおいては，年功給を維持することにつき，
在籍する従業員から了解を得ることが困難な状況となっていた。さらに，年功給を
維持したままでは，新規従業員の採用をすることも困難を伴った。年功給は，従前
は従業員の定着に有効であったが，本件就業規則の変更がされた当時は，従業員の
定着にも，新規従業員の募集にも障害となっていた。
　　（５）　ａは，年功給を廃止した後，その支払に充てられていた原資と賞与の
支払いに向けられていた原資の一部をもとに，奨励給を新設し，これを従業員に支
給するようになった。この奨励給の採用によって，平均的な稼高をあげる従業員
は，従前に比較して多額の賃金を得ることができるようになり，年功給の廃止によ
って，労働生産性に応じた公平で合理的な分配を受けることができるようになっ
た。年功給の廃止と奨励給の採用は，概して，従業員の働く意欲にも好影響を生じ
させた。
  本件就業規則の変更後，従業員の採用がし易くなり，従業員数も増加した。　現
在，被控訴人らが本件就業規則の変更について同意しないこともあって，事実上，
控訴人の賃金制度は新賃金制度と旧賃金制度の２本立てとなっており，新規採用者
はこれを選択できることになっている。しかし，新規採用者で旧賃金制度を選択す
る者はないのが実情であり，ｉの組合員の中にも新賃金制度を選択している者があ
る。
　　（６）　なお，本件就業規則の変更に先だって，ａは，年功給を廃止する場合
には，それに代わる奨励給として「（稼高－３５万円）×１０パーセントを支払
う。」旨の提案を行い，これを平成５年１２月９日に被控訴人らが所属するｉに示
した。しかし，ｉは，実質的な協議をすることを拒否した。そこでやむなく控訴人
は，上記の提案を一部緩和する内容で本件就業規則の変更を行ったものである。
　４　本件就業規則の変更の効力
    　上記認定のとおり，本件就業規則の変更は，賞与の廃止と月例給への一本化
及び年功給の廃止とそれに代わる奨励給の創設を基本として行われたものである。
　本件就業規則の変更は，上記２及び３において認定したとおり，同業他社との競
争上，ａが不利な立場に立たないよう，同業他社の賃金制度に近づけようとしたも
のである。すなわち，ａが新規の従業員を円滑に募集したり，在職する従業員の雇
用を継続していくうえでの障害を取り除くという観点からのものであった。本件就
業規則の変更は，ａの経営体質強化に資するものであったということができるので
あって，ａの運営上，高度の必要性があったものと認められる。
　そして，上記のとおり，賃金制度の変更に伴って，これに見合う代償措置が採ら
れたため，変更後の労働条件は必ずしも従業員の側に不利益ばかりをもたらすもの
ではなかった。そして，新たな労働条件は，労働生産性に比例した公平で合理的な
賃金を実現するという利点を生じさせており，新規の従業員の採用が円滑化し，ま
た，在職する従業員の働く意欲にも良い影響を与えるようになったことが窺われ
る。本件就業規則の変更は，合理性と相当性を兼ね備えているものということがで
きる。
　また，被控訴人らの属するｉとの交渉の経緯や，他の従業員が賛成しあるいは同
意している状況からすると，本件就業規則の変更について，適正な手順が履践され
たということができる。
　そして，平成６年当時の社会一般の状況からしても，労働者があげた業績，すな
わち労働生産性と賃金とが見合うものであることが強く求められるようになってい
たのである。
　以上の諸点を考慮すると，本件就業規則の変更は，上記第２の２の「（被控訴人
らの当審における主張）」欄記載の最高裁判所昭和４３年１２月２５日判決及び最
高裁判所昭和６３年２月１６日判決によって形成された合理性の要件を充足するも
のということができるのであって，本件就業規則の変更は，不利益を受ける労働者
に法的に受忍させることを許容できるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容
のものということができる。したがって，本件就業規則の変更は有効なものであ
る。
　被控訴人らは，勤続年数が短く，年功給が少ないころ，薄給に甘んじ，年数が増



加して相当な額の年功給を得られるようになるまで我慢してきたもので，年功給を
廃止するのは，過去の不利益を無視するものである旨主張する。しかし，被控訴人
らの勤続年数が短かった当時は，高額の年功給を受ける従業員は存在しないか，ご
く例外的な存在であったものと認められるのであって，勤続年数が短いことによる
不利益を我慢していたというのは実情に合わない主張というべきである。そうする
と，年功給の廃止が，過去の不利益を無視するものであるなどということはできな
い。
　そして，年功給の廃止は，上記のとおり，年功給の制度による公平を欠いた賃金
の配分を是正するものと認められるのである。そうだとすると，年功給によって被
控訴人らが得る利益は，他の従業員の犠牲の上に成り立った利益であるとの批判を
免れないのであり，これを永続的に得ることができなくなったからといって，その
不利益を過大視すべきではない。
　他方，上記のとおり，本件就業規則の変更は，従業員の定着と，新規従業員の円
滑な獲得の観点から，会社運営上の高度の必要性があるものと認められる。そし
て，本件就業規則の変更の必要性は，上記のような観点によるのであるから，仮
に，平成６年当時，ａが現在よりも利益が出ていたという状況にあったとしても，
これによって，上記の就業規則の変更の必要性が左右されるものではないというべ
きである。
　そうすると，被控訴人らに生じる不利益を考慮しても，本件就業規則の変更に
は，労使関係における就業規則の法規範性を是認できるだけの合理性を肯定するこ
とができる。この点に関する被控訴人らの主張は採用することができない。
　５　結論
　　　以上のとおりであって，本件就業規則の変更によって，改正前の給与規定は
効力を失っているから，改正前の給与規定が有効であることを前提に計算した給与
の額と，被控訴人らが現に支払を受けた給与の額との差額金の支払を求める本訴請
求は，その余の点について判断するまでもなく，理由がないものといわなくてはな
らない。
　したがって，被控訴人らの請求を一部認容した原判決は，この部分について失当
であるからこれを取り消し，被控訴人らの請求をすべて棄却することとし，また，
被控訴人らの請求の一部を棄却した原判決は，この部分については正当であるか
ら，被控訴人らの附帯控訴は理由がなく，これを棄却すべきものである。
　よって，主文のとおり判決する。
（口頭弁論終結の日　平成１４年１２月１０日）
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